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逢
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新
型
イ
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フ
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エ
ン
ザ
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対
策
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措
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法
第
四
十
九
条
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関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答

弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
第
四
十
九
条
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
根
拠
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置

法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
三
十
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
に
お
い
て
多
く
の
感
染
者
が
発
生
し
、
病
院
そ
の
他
の
医
療
機
関
が
不

足
し
、
医
療
の
提
供
に
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
も
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
を
的
確
に
実
施
で
き

る
よ
う
、
法
第
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
臨
時
の
医
療
施
設
（
以
下
「
臨
時
の
医
療
施
設
」
と
い
う
。
）
を
開
設
す
る

た
め
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
特
定
都
道
府
県
知
事
（
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
都
道
府
県
知
事
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
土
地
、
家
屋
又
は
物
資
（
以
下
「
土
地
等
」
と
い
う
。
）
の
所
有
者
又
は
占
有
者
の
同
意
を
得

な
い
で
、
当
該
土
地
等
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
正
当
な
理
由
が
な
い
と
判
断
す
る
者
は
、
臨
時
の
医
療
施
設
を
開
設
す
る
特
定
都
道
府
県
知
事
又
は
法
第
四
十

一



八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
条
第
一
項
の
措
置
の
実
施
に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
特
定
市
町
村
長

（
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
市
町
村
長
を
い
う
。
）
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
基
準
」
は
、
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
正
当
な
理
由
の
有
無
で
あ
る
が
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
と
は
、

臨
時
の
医
療
施
設
を
開
設
す
る
た
め
の
土
地
等
の
使
用
に
応
ず
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
な
客
観
的
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
限

ら
れ
、
具
体
的
に
は
対
象
と
な
る
家
屋
が
老
朽
化
等
に
よ
り
使
用
に
適
さ
な
い
場
合
や
当
該
家
屋
を
公
益
上
必
要
と
判
断
さ

れ
る
他
の
用
途
に
使
用
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
る
場
合
等
が
該
当
す
る
と
解
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

法
第
六
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
損
失
の
補
償
等
の
実
施
に
関
し
必
要
な
手
続

を
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
よ
う
に
「
国
民
の
私
権
を
制
限
す
る
も
の
」
で
は
な
い
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
に
基
づ
く
不
服
申
立
て
又
は
行
政
事
件

訴
訟
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
に
基
づ
く
取
消
訴
訟
の
提
起
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 二


